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「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
国
会
の
構
成
が
選
挙
に
お
け
る
有
権
者
の
意
思
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う

か
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昨
年
十

二
月
自
治
省
が
発
表
し
た
全
国
の
選
挙
人
名
簿
登
録
者
数
（
同
年
九
月
二
日
現
在
）
に
よ
れ
ば
、
選
挙
区
別
に
比
較

し
た
国
会
議
員
一
人
当
た
り
の
有
権
者
数
の
最
高
と
最
低
の
比
率
は
、
衆
議
院
で
四
・
一
三
対
一
（
一
昨
年
同
期

四
・
〇
一
対
一
）
、
参
議
院
選
挙
区
で
五
・
四
五
対
一
（
同
五
・
四
〇
対
一
）
と
な
つ
て
い
る
。
〝
一
票
の
重
み
〟
を

巡
る
格
差
が
一
層
拡
大
し
て
い
る
こ
の
実
態
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
「
法
の
下
の
平
等
」
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
で

あ
る
。「
各
選
挙
人
の
投
票
の
価
値
の
平
等
も
…
…
憲
法
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
」
と
の
昭
和
五
十
一
年
四
月
の
最
高

裁
大
法
廷
判
決
は
当
然
の
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 
こ
の
よ
う
な
情
況
を
反
映
し
、
国
民
の
議
員
定
数
格
差
是
正
を
要
求
す
る
声
は
後
を
絶
た
な
い
。
首
都
圏
、
大 

衆
・
参
両
議
院
の
定
数
格
差
是
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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阪
府
な
ど
の
有
権
者
が
そ
の
是
正
を
求
め
、
衆
・
参
両
議
院
の
選
挙
で
次
々
と
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
の
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。
取
り
分
け
「
投
票
価
値
の
平
等
を
回
復
す
る
神
奈
川
三
区
有
権
者
の
会
」
は
、
昭
和
五
十
一
年
七

月
発
足
以
来
定
数
格
差
是
正
訴
訟
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
国
会
請
願
、
各
政
党
・
会
派
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
実
施
な
ど
国
民
世
論
形
成
を
目
指
す
多
様
な
運
動
を
進
め
て
い
る
。 

昭
和
五
十
五
年
六
月
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
選
挙
に
つ
い
て
、
千
葉
四
区
、
前
述
の
神
奈
川
三
区
な
ど
首
都
圏
の

十
一
選
挙
区
、
大
阪
三
区
の
有
権
者
が
議
員
定
数
の
格
差
是
正
を
求
め
た
訴
訟
に
対
し
、
東
京
、
大
阪
の
高
裁
も

ま
た
違
憲
の
判
決
を
下
し
、
取
り
分
け
東
京
高
裁
の
判
決
は
、
格
差
が
「
お
お
む
ね
一
対
二
を
超
え
る
場
合
」
は
違

憲
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
既
に
こ
の
こ
と
は
憲
法
学
界
で
も
通
説
と
な
つ
て
い
る
。
参
議
院
地
方
区(

当
時)

に
つ
い
て
も
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
選
挙
の
定
数
格
差
是
正
訴
訟
に
対
す
る
東
京
高
裁
判
決
で
、
有
権
者
数
と
議

員
定
数
の
比
率
の
い
わ
ゆ
る
〝
逆
転
現
象
〟
に
つ
い
て
、「
憲
法
の
選
挙
権
平
等
の
要
求
に
反
す
る
」
と
論
断
し
て

い
る
。
去
る
十
二
月
八
日
最
高
裁
大
法
廷
に
お
い
て
こ
の
件
の
口
頭
弁
論
が
開
か
れ
た
が
、
来
春
に
も
昭
和
三
十 
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立
法
府
で
あ
る
国
会
が
、「
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
法
律
で
…
…
定
め
る
」
と
し
た
憲
法
の
規
定
に
照
ら
し
、
国

民
に
対
し
て
重
大
な
責
任
を
負
つ
て
い
る
立
場
か
ら
、
支
持
政
党
の
違
い
を
超
え
て
国
民
的
要
求
と
も
な
つ
て
い

る
議
員
定
数
の
格
差
是
正
を
、
各
党
・
各
会
派
が
協
議
を
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
日
本
共
産
党
は
、
こ
の
立
場
か
ら
既
に
五
十
六
年
二
月
、
議
員
定
数
不
均
衡
の
是
正
に
取
り
組
む
こ
と
を

要
求
す
る
国
会
議
員
団
声
明
を
発
表
し
、
定
数
是
正
の
具
体
的
処
理
に
当
た
つ
て
の
基
本
的
な
態
度
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
も
機
会
あ
る
ご
と
に
定
数
の
格
差
是
正
を
要
求
し
て
き
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
判
決
や
国
民
世
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
民
党
と
そ
の
政
府
が
、
多
数
議
席
維
持

と
い
う
党
利
党
略
か
ら
、
こ
こ
ま
で
不
均
衡
が
拡
大
し
な
が
ら
抜
本
的
な
是
正
を
怠
つ
て
き
た
こ
と
は
明
白
で
あ 

九
年
二
月
以
来
実
に
十
四
年
ぶ
り
の
判
決
が
出
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
り
、
国
民
は
そ
の
行
方
を
注
視
し
て
い
る
。

今
年
末
に
は
自
治
省
の
選
挙
人
名
簿
登
録
者
数
の
発
表
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
衆
・
参
両
議
院
に
お
け
る
議
員
定

数
の
格
差
是
正
に
つ
い
て
の
関
心
が
一
層
強
ま
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 
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三 

一
昨
年
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
議
員
一
人
当
た
り
人
口
の
最
高
と
最
低
の
格
差
は
、
衆
議
院
で
四
・
五
四 

る
。 

一 

衆
議
院
で
の
四
・
一
三
対
一
も
の
〝
一
票
の
重
み
〟
を
巡
る
格
差
は
、「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
あ
る
国
会
の

構
成
が
選
挙
に
お
け
る
有
権
者
の
意
思
を
公
平
に
反
映
し
て
お
ら
ず
、
議
会
制
民
主
主
義
の
基
本
さ
え
も
損
な

う
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
の
「
法
の
下
の
平
等
」
に
明
確
に
違
反
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
現

行
定
数
に
よ
つ
て
公
正
な
選
挙
が
保
た
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
。 

か
か
る
実
情
に
か
ん
が
み
、
中
曽
根
新
内
閣
に
対
し
て
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
質
問
し
、
各
項
目
に
つ
い
て
の

具
体
的
か
つ
明
快
な
る
答
弁
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

参
議
院
選
挙
区
で
の
五
・
四
五
対
一
の
格
差
は
、
い
わ
ゆ
る
“
逆
転
区
”
ま
で
生
じ
て
い
る
実
態
の
あ
る
こ

と
を
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
議
会
制
民
主
主
義
の
根
幹
も
揺
る
が
し
、
か
つ
ま
た
違
憲
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

現
行
定
数
に
よ
つ
て
公
正
な
選
挙
が
保
た
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
。 
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七 

対
一
、
参
議
院
選
挙
区
で
は
五
・
七
三
対
一
に
も
な
つ
て
い
る
。
公
職
選
挙
法
別
表
第
一
の
末
尾
規
定
に
よ
れ

ば
、「
五
年
ご
と
に
、
直
近
に
行
わ
れ
た
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
つ
て
、
更
正
す
る
の
を
例
と
す
る
」
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
法
律
の
適
正
な
運
用
を
図
る
上
か
ら
も
、
政
府
と
し
て
こ
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
を
活
用
し

て
更
正
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
か
ど
う
か
。 

四 

衆
・
参
両
議
院
に
つ
い
て
、
定
数
格
差
是
正
の
た
め
の
今
後
の
具
体
的
な
措
置
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


